
 

 

          
        港区立港南中学校ＰＴＡ規約 
 
第一章 総則 
(名称) 
第１条 本会は港区立港南中学校ＰＴＡ(以下、港南中学校ＰＴＡ
と称す) と称する。 

(設立日) 
第１条の２ 本会の設立日は、昭和 38年 5月 11日とする。         

(所在地) 
第１条の３ 事務局を港区立港南中学校(以下、港南中学校と称
す)東京都港区港南四丁目三番三号に置く。 

(目的) 
第２条 本会は、学校、家庭、地域社会の連携を促し、生徒の健
やかな成長と幸せな未来を育むことを目的とする。 

 
第二章 会員および入退会 
(会員) 
第３条 本会は保護者と教職員を会員とする任意団体である。 
２. （加入および退会) 

港南中学校生徒の保護者は港南中学校ＰＴＡに加入するもの
とする。但し退会を希望する者は別に定める「退会届」を提
出することによってできるものとする。 

 
第三章 方針および活動 
(方針) 
第４条 本会は次に定める方針に従って活動する。 

(1) 学校の人事や管理に対する強制力を持たない。 
(2) 特定の政党や宗教との関係を持たない。 
(3) 営利を目的とした活動を行わない。 

(活動) 
第５条 本会は以下の機能を担う。 

(1) 生徒と学校の関わりを支援する。 
(2) 家庭と学校の関わりを支援する。 
(3) 地域社会と学校の関わりを支援する。 

２．これらの機能は下記の活動により定義される。 
(1) ＰＴＡ行事の実施および協力。    
(2) 活動のための会議の開催とＰＴＡ活動内容の周知。 
(3) ＰＴＡ会費の適正な管理。 
(4) 同好会の設置や講演会・講習会などの開催。 
(5) 校外活動。 
(6) 広報活動。 
(7) 他港区立中学校ＰＴＡとの連携。 
(8) その他必要な諸活動。 

 
第四章 組織 
第６条 本会には会務運営のために部と委員会を設置する。なお
設置・休止は、状況を踏まえて判断する。 

(1) 本部 
(2) 学級部 
(3) 文化部 
(4) 校外部 
(5) 広報部 
(6) 委員会 

ア 会計監査委員会 
イ 役員候補者推薦委員会          
ウ 卒業対策委員会 
エ 特別委員会 

 
第五章 本部役員および活動 
(役職および構成) 
第７条 本部は次の役員で構成される。 

 (1) 会長    1名 
 (2) 副会長  3名以上(内教職員 1名) 
 (3) 総務    3名以上(内教職員 1名) 
 (4) 会計    3名以上(内教職員 1名) 
(業務) 
第８条 本部役員の業務は次のとおりとする。 

 (1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。 
 (2) 副会長は次の業務を行う。 

ア 会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行
する。 

イ 本会の準備・通知を行い、本部並びに関係者との
連携を図る。 

ウ 地域、行政等関係組織との連携を図る。 
 (3) 総務は次の業務を行う。 
   ア 本会の定例会だより・総会資料の作成。 

 
 
 
イ 本会の活動に関する記録並びに関係書類・データ

の保管。 
ウ 本会の運営を円滑に行うための各種事務並びに本

会が有する備品の管理。 
 (4) 会計は次の業務を行う。 
   ア 総会で決定した予算に基づいた収支管理。 
   イ 決算報告、予算案の作成。 
   ウ 現金の出納および帳簿の作成を含む経理業務。 
(任期) 
第９条 役員の任期は 1年とする。 

(1) 再任はこれを妨げない。 
(2) 補欠として就任した本部役員の任期は、前任者の残

任期間とする。 
(3) 本部役員の兼任は認めない。 

(選出) 
第１０条 本部役員は会員の推薦を受け、役員候補者推薦委員会
で候補者として挙げられ、総会の承認を経て選出される。なお、
教職員の選出は、学校に一任する。 

 
第六章 部および活動 
(構成および選出) 
第１１条 部の構成および選出については次のとおりとする。な
お部長の選出等は、状況を踏まえて判断する。 

(1) 部は学年ごとに選出された学級数以上の会員で構成
されることを原則とする。ただし、学級部は学級ご
とに 1名以上ずつ選出された会員で構成される。 

(2) 部長は、部員の互選により 1名以上選出する。 
(3) 副部長(教職員 1名)の選出は、学校に一任する。 

(任期) 
第１２条 各部に属する会員(部員)の任期は本部役員の任期に準
ずる。 

(部会) 
第１３条 部会は部長が随時召集し開催される。 

(学級部の業務) 
第１４条 学級部は次の業務を行う。 

 (1) 学級内の連絡・調整・交流に関する活動。 
 (2) 行事への協力。  
(文化部の業務) 
第１５条 文化部は次の業務を行う。 

 (1) 講演会・講習会の企画運営。 
 (2) その他文化・教養に関する活動。 
 (3) 行事への協力。 
(校外部の業務) 
第１６条 校外部は次の業務を行う。 

 (1) 生徒の校外生活の安全に関する活動。 
 (2) その他地域活動に関する活動。 
 (3) 行事への協力。 
(広報部の業務) 
第１７条 広報部は次の業務を行う。  

(1) 広報誌を発行すること。 
(2) その他広報活動一般に関する活動。 
(3) 行事への協力。 

 
第七章 会計監査委員会 
(会計監査委員会) 
第１８条 本会の会計を監査するために、会計監査委員を 2名置
く。 

(業務) 
第１９条 会計監査を中学校の学期ごとに実施し、報告を行う。 

(任期) 
第２０条 委員の任期は 1年とする。 

(選出) 
第２１条 委員の選出方法は本部役員選出方法に準ずる。 
 
第八章 役員候補者推薦委員会 
(役員候補者推薦委員会) 
第２２条 役員候補者推薦委員会は次年度の本部役員候補者を選
出する。 

(構成) 
第２３条 役員候補者推薦委員会は、学年ごとに若干名ずつ選出
された委員で構成され、下記を選出する。 

 (1) 委員長    1名以上 
 (2) 副委員長  1名(教職員) 
 



 

 

(任期) 
第２４条 委員の任期は 1年とする。 

(選出) 
第２５条 役員候補者推薦委員の選出については次のとおりとす
る。 

 (1) 学年ごとの互選により若干名 
 (2) 定例会の互選により 1名 
 (3) 教職員の互選により 1名 

(4) 役員候補者推薦委員は本部役員候補の対象とはな
らない。 

 
第九章 卒業対策委員会 
(卒業対策委員会) 
第２６条 卒業対策委員会は、港南中学校を卒業する見込みの生 
徒の保護者等が、生徒の卒業に伴い実施する各種事業を円滑に進 
めることを目的とする。 

(事業) 
第２７条 卒業対策委員会は、次の事業を実施する。 

(1)  卒業記念アルバム作成に制作に関する業務 
(2)  卒業を祝う会等に関する事業 
(3)  記念品等の準備に関する事業 
(4)  その他卒業にあたり実施する事業 

(役員) 
 第２８条 卒業対策委員会の役員は、次のとおりとし、役割等は 
卒業対策委員会会則に準ずる。 

(1) 委員長   1名 
(2) 書記   1名以上 
(3) 会計   1名以上 

(経費)    
 第２９条 卒業対策委員会の事業は、次の経費により実施する。 

(1) ＰＴＡ会費 
(2) 港区補助金 
(3) その他 

 
第十章 特別委員会 
(特別委員会)  
第３０条 必要のある場合は、定例会の決議により特別委員会を
置くことができる。 

 
第十一章 会議 
(会議)  
第３１条 本会の会議は次のとおりとする。 

 (1) 総会 
 (2) 定例会 
 (3) 部会 
 (4) その他必要だと総会、定例会で認められた会議 
(総会)  
第３２条 総会は全会員で構成される本会最高の決定機関であ
り、次のとおりとする。 

 (1) 総会は毎年度当初に開催する。  
(2) 臨時総会は定例会が必要と認めた場合、もしくは

会員の三分の一以上の要求があった場合に開催す
る。 

(総会の決議事項) 
第３３条 総会に付議する事項は次のとおりとする。 

 (1) 港区立港南中学校ＰＴＡ規約の改定 
 (2) 本部役員の承認 
 (3) 会計監査委員の承認 
 (4) 予算・決算の承認 
 (5) 重要な会務活動の承認 
 (6) 定例会で決定できない重要な事項 
(総会の定足数)  
第３４条 総会は会員の過半数の出席をもって成立する。ただ
し、やむを得ない事情で出席できない場合は、委任状の提出によ
り出席者の数に加える。 

(総会の決議) 
第３５条 総会の決議は、出席者の過半数の同意を得て成立す
る。 

(定例会) 
第３６条 定例会は総会に次ぐ議決機関であり、会長の招集によ
って開催される。 
２. 定例会は会員に公開される。 

(定例会の構成)  
第３７条 定例会の構成は次のとおりとする。 

 (1) 本部役員 
 (2) 各部長  
２. 議決権は副会長、総務、会計、および部長が持つ。 
３. 会長、議長の議決権はないものとする。 
４. 会員による代理出席はこれを認める。 

(定例会の審議、執行事項) 
第３８条 定例会は、総会に提出する議案の審議調整、総会の決
議に基づく会務執行を行う。  

(定例会の定足数) 
第３９条 定例会は、定例会構成会員数の半数以上の出席を以て
成立する。 

(定例会の決議) 
第４０条 定例会の決議は定例会議決権を持つ者の出席者の過半
数を以て承認される。 

 
第十二章 会計 
(収入) 
第４１条 本会の経費は、会費、その他の収入による。 

(資産の使途) 
第４２条 本会の資産は第２条の目的以外のことに使用してはな
らない。 

(会費) 
第４３条 本会の会費は、一世帯につき規定の額を徴収する。た
だし、やむを得ない事情があり、会費の徴収が困難な場合には、
本部はその旨を定例会に報告し、定例会ではその減免措置などに
ついて協議し、決定する。 

(会計年度) 
第４４条 本会の会計年度は 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に
終わる。 

(予算) 
第４５条 予算は本部が原案を作成し、総会で報告され、承認を
得なければならない。 

(決算) 
第４６条 決算は総会で報告され、承認を得なければならない。 

(規定) 
第４７条 第４１条から第４６条に定めるもののほか、会計に関
して必要な事項は、港区立港南中学校ＰＴＡ会計規程で定める。 

 
第十三章 雑則 
(校長) 
第４８条 校長は本会が開催する全ての活動に出席して意見を述
べることができるが、議決権を持たない。 

(顧問) 
第４９条 本会の会長・副会長経験者を顧問の候補とする。 
２. 顧問は本人の同意を得た上で、総会で承認される。 
３. 本会が開催するすべての活動に出席して意見を述べることが
できる。 
４. 本会の決議事項における議決権を持たない。 

(相談役)  
第５０条 本会に相談役を置くことができる。 
２. 相談役は顧問の中から会長の指名により選出される。 
３. 若干名とする。 
４. 本会の決議事項における議決権を持たない。 
５. 会長の指示により、本会の業務を支援する。 
６. 任期は本部役員の任期に準ずる。 

(慶弔規定) 
第５１条 本会の慶弔規程は別に定める。 

 
 附則 
(改正経過) 
昭和 38 年 5 月 11 日 制定 
昭和 43 年 4 月 27 日 一部改正 
昭和 45 年 4 月 25 日 一部改正 
昭和 49 年 4 月 27 日 一部改正 
昭和 51 年 3 月 23 日 一部改正 
昭和 59 年 4 月 28 日 一部改正 
昭和 60 年 4 月 27 日 一部改正 
昭和 63 年 4 月 30 日 一部改正 
平成 3 年 4 月 27 日 一部改正 
平成 11 年 4 月 17 日 一部改正 
平成 21 年 4 月 25 日 一部改正 
平成 30 年 2 月 17 日 一部改正 
令和 3 年 5 月 8 日 一部改正 
令和 4 年 5 月 7 日 一部改正

 


